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地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（敬称略） 

    町    長  岩 倉 光 弘 

     副   町   長    北 野  徹 

    総 務 課 長    関 根 將 人      観光まちづくり課長  初 一  剛 
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職務のため議場に出席した者の職氏名 
 

議会事務局長  中 村 幸 彦       書     記   關  敏 宏 

 

 

議事日程（別紙のとおり）  
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(法律上町の義務に属する交通事故による損害賠償の額の決定に 

ついて) 

 

報告第４号 令和２年度南越前町一般会計継続費繰越計算書について 

 

 報告第５号 令和２年度南越前町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 

 報告第６号 令和２年度南越前町国民健康保険今庄診療所特別会計繰越明許費 

繰越計算書について 

 

 議案の常任委員会付託 

 

  



 

 - 3 - 

                           

開    会 

 

〔開会  午前１０時００分〕 

 

○議長（秋田重敏君）６月議会定例会の開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し

上げます。 

 全国的に例年よりも早く梅雨入りをされている地域もありますが、北陸地方に

おいて梅雨入りはまだのようで、連日暑い日が続いております中、議員各位にお

かれましては、議会活動及び町の運営にご理解とご協力をいただいており、厚く

お礼を申し上げます。 

 また、町長はじめ理事者各位におかれましては、日夜を問わず、住民の福祉向

上と安全安心で住みよい町づくりのためにご尽力いただき、心より感謝申し上げ

ます。 

 さて、昨年から引き続き、新型コロナウイルス感染者が発生しており、なかな

か収束する状況にございません。しかしながら、先月から高齢者に対するワクチ

ン接種が開始され、国の発表によりますと、７月末までには高齢者の９８％が接

種を完了するとのことでした。当町におきましても、５月１７日より高齢者に対

する集団接種を開始しており、７月末までには高齢者の方の接種を完了する予定

とのことであります。高齢者の接種が終了すると、引き続き一般の方の接種が始

まります。新型コロナウイルス感染症の早期収束を進めるためにも、住民の皆様

には接種券が届きましたら、早期のワクチン接種をお願いいたしたいと存じま

す。 

 さて、国の文化審議会は、５月２１日に当町の今庄宿を重要伝統的建造物群保

存地区として選定するよう萩生田文部科学大臣に答申されました。選定が決定し

ますと福井県では３例目であり、嶺北では初めての選定となります。地元を始

め、当町にとって大変喜ばしいことと存じます。今回の答申を踏まえ、保存地区

に制定されたのちは、当町が魅力あるまちとなるよう町長をはじめ理事者の皆様

方には、ご尽力をいただきますようよろしくお願いいたします。 

また、国は東京オリンピックの開催に向けて、準備を進めております。東京オ

リンピックには、当町出身の青木千佳選手がフェンシング競技への日本代表選手

として選ばれました。青木選手におかれましては、コロナ禍の中、練習も思うよ

うにできなかったことと思います。そのような中、日々の練習と日頃の努力が、

今回、リオオリンピックに続いての出場につながったものと思います。その努力

に対し敬意を表したいと存じます。議会といたしましても、青木選手の東京オリ
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ンピックでのご活躍を議員一同ご祈念申し上げ、応援をしてまいりたいと存じま

す。 

 さて、今期６月定例会では、補正予算をはじめ条例の制定や改正など、重要な

案件が多くありますので、議員各位におかれましては、慎重審議いただきますよ

うお願い申し上げまして、開会のあいさつといたします。 

ただ今より、令和３年６月南越前町議会定例会を開会いたします。 

本日、平谷弘子君から欠席届が提出されています。本日の出席議員数は１３名

です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

〔午前１０時０５分〕  

                        

会議録署名議員の指名 

 

○議長（秋田重敏君）本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

これより、日程に入ります。日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議

録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、４番 城野庄一

君、５番 熊谷良彦君を指名いたします。 

 

                           

会 期 の 決 定 

 

○議長（秋田重敏君）日程第２  会期の決定を議題といたします。お諮りい

たします。本定例会の会期につきましては、去る５月１３日と６月４日に議

会運営委員会を開催し協議いたしましたので、議会運営委員長の報告を求め

ます。  

(「議長」と呼ぶ声あり ) 

 

○議長（秋田重敏君）議会運営委員長  １４番  丸岡  武司君。  

 

○１４番（丸岡武司君）それでは、議会運営委員会の報告をさせていただきま

す。令和３年６月定例会の運営につきまして、去る５月１３日及び６月４日に議

長出席のもと、議会運営委員会を開催いたしました。当委員会で協議し決定いた

しました結果につきまして、ご報告いたします。 

会期につきましては、本日より１８日までの８日間といたします。議会日程に

つきましては、お手元にお配りいたしました日程表のとおりであります。 
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議員各位のご賛同とご協力をお願い申し上げまして、議会運営委員会の報告と

いたします。以上です。 

 

○議長（秋田重敏君）お諮りいたします。ただいまの丸岡委員長の報告のと

おり、本定例会の会期を本日から１８日までの８日間としたいと思います。

これに、ご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（秋田重敏君）異議なしと認めます。  

よって、本定例会の会期は、本日から１８日までの８日間とすることに決

定しました。  

                        

諸 般 の 報 告 

 

○議長（秋田重敏君）次に、日程第３  諸般の報告を行います。３月議会定

例会以降に開催されました会議等については、お手元に配付してあります

「諸報告」のとおりです。  

次に、監査委員から送付されました「例月出納検査の結果」については、

お手元に写しを配付してありますのでご覧願います。  

これで、諸般の報告を終わります。  

                      

議  案  の  上  程  

 

○議長（秋田重敏君）次に、日程第４ 議案第５１号 令和３年度南越前町一般会

計補正予算（第１号）から日程第１１ 議案第５８号 公の施設の指定管理者の

指定についてまでの８議案を一括して議題といたします。 

                            

提 案 理 由 の 説 明 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長より、提案理由の説明を求めます。  

〔「議長」と呼ぶ声あり〕 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長。  
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           〔町長（岩倉光弘君）登壇〕  

 

○町長（岩倉光弘君）本日ここに、令和３年６月定例議会を招集申し上げましたと

ころ、議員各位におかれましては、大変お忙しい中御出席を賜り、誠にありがとう

ございます。 

 はじめに、新型コロナウイルス感染症が昨年１月１６日に国内で初めて感染者

を確認して以来、これまでに国内感染者は７６万人を超えまして、死亡者も１万

３千人を上まっています。感染拡大の起因となった変異ウイルスが猛威を振るい、

第４波の到来となり、当初は５月１１日までとされていた１０道都府県に発出し

た３回目の緊急事態宣言は６月２０日まで延長されております。 

福井県においても２回目となる県独自の緊急事態宣言が４月２２日に発出され、

５月１３日までの間、感染予防、感染拡大防止を県民に徹底したところでありま

す。昨年の３月１８日に県内初となる感染者が発表されて以来、現在までに１，０

５０人を超える感染者が報告されております。しかながら、マスク会食の徹底な

ど、さまざまな感染防止対策の取り組みと、堅実な県民性が功を奏し、県内の新規

感染者は減少し、６月４日から感染拡大注意報に引き下げるなど一定の落ち着き

を取り戻しつつあります。 

 本町では、昨年の３月３１日に町内初となる感染者が報告されて以来、現在ま

で５例の感染者が報告されております。その間、町では新型コロナウイルス感染

症対策本部会議を適時開催をいたしまして、感染予防の徹底、マスクの着用、不要

不急の外出自粛など町民の皆様に呼び掛けるとともに、公共施設などの閉館時間

の繰り上げや、イベントや行事の自粛など感染拡大対策を講じてまいりました。

何よりも町民の皆さまの深いご理解とご協力によりまして、感染の拡大やクラス

ターの発生には至っておりません。改めて深く感謝申し上げるところであります。 

本町のワクチン接種状況でありますが、５月１０日から町内の６つの医療機関

による個別接種に始まりまして、５月１７日から集団接種がスタートいたしまし

て、順調に高齢者の接種が開始されまして、６月１０日までに２，４３８名、６

２％の方が１回目の接種を終えております。２回目の接種者は９６３名、２４．

５％の方が完了しております。また、６５歳未満の接種対象者の皆さまには６月

１４日に接種券を発送いたします。基礎疾患のある方や今年度に６０歳から６４

歳になる方、高齢者施設・障害者施設等の従事者、児童厚生施設の従事者、また、

保育士、幼稚園・小中学校の教職員の方につきましては、接種券がお手元に届いた

日から予約することが出来ます。それ以外の一般の皆さまの接種予約は、６月２

８日からとさせていただきます。順調にワクチンが供給されれば、概ね１０月中
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には希望者全員へのワクチン接種が完了する予定であります。今後も接種対象の

町民の皆さまに対しますワクチン接種が安全かつ迅速に進むように、国、県との

連携を図り、万全な接種体制のもと取り組んでまいります。そして町内における

感染症予防対策及び生活支援、経済支援等については、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金などを活用いたしまして、昨年度に引き続き切れ目な

く推進してまいります。なお、コロナ禍における役場の事務事業の継続かつ安定

した遂行にあたりまして、本年４月からリモートワークによる在宅勤務を開始い

たしまして、現在のところ住民サービスに支障なく順調に推移をいたしておりま

す。今後、さらに電子媒体の活用を推奨いたしまして、進化するデジタル社会に向

けた環境の整備と、業務処理能力の向上を図りまして、安定した住民サービスを

提供できる体制を整えているところであります。 

このような中、本町にとりまして大変喜ばしいニュースが続きました。 

まずひとつは、南越前町出身の青木千佳選手が今年の夏に開催を予定していま

す東京オリンピックにおきまして、フェンシングのサーブルの部におきまして日

本代表選手として出場することが決定をいたしました。このことは町民の皆さま

をはじめ、多くの人々に元気と勇気を与える明るいニュースとなりました。去る

５月３０日に青木選手を役場に案内をいたしまして、激励会を開催いたしまして、

東京オリンピックでのご活躍をご祈念したところでございます。青木千佳選手は

２０１６年のリオデジャネイロオリンピックに続く２大会連続の出場であり、町

民の皆さまとともに町を挙げて応援していきたいと考えております。 

そして、もうひとつのニュースは、５月２１日に文部科学大臣の諮問機関であ

る文化審議会が、今庄宿を国の重要伝統的建造物群保存地区として選定するよう

答申をいただきました。これまで１０年以上にわたり宿場町の町並みの保存活動

に努められた今庄旅籠塾をはじめとする今庄まちづくり協議会の関係者の皆さま、

また、景観の維持・復元にご同意いただきました地域住民の皆さま方に心より敬

意と感謝を申し上げるもところであります。夏頃に予定されています選定後にお

きましては、日本遺産である北前船寄港地・船主集落と鉄道遺産、また国の重要文

化的景観に選ばれた水仙畑、さらに花はす公園や史跡「杣山城跡」などとともに、

歴史・文化・自然に培われた豊かな観光資源を活かした活性化施策に取り組んで

まいります。今後の観光まちづくりの推進にあたっては、町の観光連盟、各観光協

会や、今庄宿まちづくり協議会をはじめとした町内関係団体と連携をいたしまし

て、国が「地方創生・観光加速」を目指した道の駅として位置付けている１０月オ

ープン予定の道の駅「南えちぜん山海里」を拠点とした周遊型観光の構築に取り

組みまして、２０２４年春の北陸新幹線敦賀開業を契機に、観光客をはじめとし
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た関係人口の拡大を図れるように準備を進めていきたいと思っております。 

次に、今年度の集落要望につきましては、新型コロナウイルス感染予防対策を

講じたうえで、私以下、必要最小限の職員が同行いたしまして現地調査を実施い

たしました。調査結果を踏まえ緊急性や重要性の観点から適切に判断し、今回の

６月補正予算にて集落要望に係る予算を提案させていただいているところであり

ます。第１次の実施回答としては、５１．２％の実施回答率となっておりますが、

今後、県などへの要望に全力を傾注いたしまして、１１月の第２次実施回答率の

向上に取り組んでいきたいと考えております。 

今後、ワクチンの接種を確実かつ安全に進め、近い将来、町民の皆さまの感染拡

大前の日常を取り戻すことができるように取り組むとともに、本町が抱える大き

な課題である人口減少・少子高齢化の進行、地域の活性化施策の推進につきまし

て、私をはじめ職員全員が知恵を絞りまして、汗をかき、住民福祉向上に努めてい

きたいと思っております。議員各位をはじめ、町民の皆さまの一層のご理解ご協

力をよろしくお願い申し上げます。  

 それでは、６月定例議会に提案をいたしました各議案の概要につきまして、ご

説明申し上げます。 

 提案をいたしました議案は、補正予算に関するものが４件、条例の一部改正に

関するものが１件、条例の制定に関するものが１件、公の施設の指定管理者の指

定に関するものが２件の合計８件であります。 

最初に、議案第５１号 令和３年度南越前町一般会計補正予算（第１号）であり

ますが、予算現額に１億８，１４６万円を追加し、予算総額を８９億８，７５８万

３千円にいたそうとするものであります。 

また、継続費補正では上平吹橋橋梁架替事業で事業費の総額を６億２，７５５

万７千円から６億５，４２５万４千円とし、令和３年度の年割額を補正するもの

であります。 

 次に、地方債補正では、河川浚渫事業で限度額３４０万円を追加し、道路改良事

業他３件で限度額を変更するものであります。 

歳出の主なものは、総務費ではキャッシュレス決済導入事業に２９９万５千円、 

庁舎換気扇フィルター等取替修繕工事に２２５万５千円、河野住民センター軒天

改修工事に９０５万２千円、庁舎内の飛沫感染防止用パーテーション購入に３４

６万５千円、道の駅“南えちぜん山海里”庁内ＬＡＮ敷設工事に２０２万２千円、

庁内ペーパーレス化強化事業に９８６万４千円、電気自動車活用非常時電力供給

システム整備事業に２，０７２万８千円、みらい創造活動推進事業に１７９万１

千円の追加。 
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民生費では、子育て世帯生活支援特別給付金に８３１万９千円、南条・今庄児童

館園庭等整備工事に４９７万５千円の追加。 

衛生費では、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業に１，４３６万円、河

野診療所特別会計繰出金に１４０万１千円の追加。 

農林水産業費では、南条農産物等直売加工施設改修事業に３，７４９万９千円、

水田麦・大豆産地生産性向上事業補助金に２７１万１千円、山海里集落支援事業

補助金に３００万円、南越前町特産作物損害補填金に２６７万３千円の追加、う

めまつり、アユ釣り大会などのイベント中止に伴う経費で２２６万９千円の減額。 

商工費では 飲食店・宿泊施設応援クーポン発行事業に１，９８５万３千円、小

規模事業者応援給付金事業に２，０２２万３千円の追加、はすまつり、河野夏まつ

りなどのイベント中止に伴う経費で２，２８９万円の減額。 

 土木費では 道路橋梁費集落要望対応工事に２，０００万円、集落貸与小型手押

しロータリー除雪機導入に１１８万１千円、町道南条線消雪施設設計業務に１１

９万９千円、上平吹橋橋梁架替工事に２，６６９万７千円の追加、町道上野東環状

線消雪施設整備事業で３，７９４万５千円、下丈野橋更新工事で１，０００万円の

減額。 

河川費、集落要望対応工事に９９万５千円、大谷川改修工事に５００万５千円。 

砂防費、集落要望対応工事に１７５万５千円の追加。 

 教育費では、スクールバス増便に伴う運行業務に２２７万５千円、中学校統合

に伴う３校の記念碑設置工事に８９１万円、南越前中学校専用通路改良工事水道

管移設工事負担金に１，３２５万４千円、旧京藤甚五郎家住宅調査事業に２２０

万２千円の追加、花はす早朝マラソン中止に伴う経費で８２１万１千円の減額等

であります。 

 歳入の主なものは、国庫支出金では新型コロナウイルスワクチン接種対策費国

庫負担金として６１２万８千円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金として８，４４０万円、子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金として 

８０５万円、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金として

１，８８９万８千円、学校施設環境改善交付金として１億１，１１０万円、国宝重

要文化財等保全整備費補助金として１４３万円の追加。             

 県支出金では新福井ふるさと茶屋整備支援事業補助金として１，５００万円、

市町協働による地域みらい応援プロジェクト補助金として２，０００万円、子ど

もの遊び場整備事業補助金として２３８万３千円、水田麦・大豆産地生産性向上

事業補助金として２７１万１千円、夜間観光促進事業補助金として４５０万円 

の追加。 
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 繰入金では 、森林環境譲与税基金繰入金として５００万円の追加、地域振興基

金繰入金で２，２００万円の減額。 

 繰越金では、純繰越金として５３０万円の追加。 

 諸収入では、マラソン大会参加料で６９０万円の減額、町公共施設管理公社委

託料精算金として４，８８８万５千円の追加。 

 町債では、道路改良事業債として１，０３０万円の追加、消雪施設整備事業債で 

１，４８０万円の減額、河川浚渫事業債として３４０万円の追加、南条サービスエ

リア周辺地域整備事業債で２，０００万円の減額、学校教育施設等整備事業債で 

８，１９０万円の減額等であります。 

 次に、議案第５２号 令和３年度南越前町河野診療所特別会計補正予算（第１

号）でありますが、予算現額に１４０万１千円を追加し、予算の総額を９，４７１

万３千円にいたそうとするものであります。 

 歳出については、医業費では、Ｘ線ＣＴ機器コンソール修繕料として１４０万

１千円を追加し、歳入については、一般会計繰入金１４０万１千円を追加するも

のであります。 

 次に、議案第５３号 令和３年度南越前町農業者労働災害共済特別会計補正予

算（第１号）でありますが、予算現額に１６２万円を追加し、予算の総額を３４７

万８千円にいたそうとするものであります。 

 歳出については、災害共済金として１６２万円の追加であり、歳入については 

再共済交付金として１００万円、農業者労働災害共済基金繰入金として６２万円

の追加等であります。 

 次に、議案第５４号 令和３年度南越前町水道事業会計補正予算（第１号）であ

りますが、収益的収支の現額に１，３２５万４千円を追加し、予算の総額を３億

７，４７１万３千円にいたそうとするものであります。 

 収益的収支の支出は、水道事業費用として南越前中学校専用通路改良工事に伴

う配水管布設替設計業務委託料として２２５万４千円、配水管布設替工事として 

１，１００万円の追加等であり、収益的収支の収入は、他会計負担金として１，３

２５万４千円の一般会計負担金を追加するものであります。 

以上、補正予算に関する議案４件についてご説明申し上げました。 

続きまして、議案第５５号 南越前町介護保険条例の一部改正について、ご説

明申し上げます。これは、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の

減免措置について、令和３年度においても継続実施したいので今回提案いたすも

のであります。 

続いて議案第５６号 南越前町道の駅の設置及び管理に関する条例の制定につ
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いて、ご説明申し上げます。これは、地方自治法第２４４条の２第１項の規定によ

りまして、公の施設の設置及び管理に関する事項は条例で定める必要があるため、

今回提案いたすものであります。 

続いて、議案第５７号 公の施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げ

ます。これは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、指定管理者を指定

するときは議会の議決を要するため、今回提案いたすものであります。 

 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、南越前町特別養護老

人ホーム「ほのぼの苑」で、指定管理者となる団体の名称は、社会福祉法人ほのぼ

の苑で、指定の期間については、令和３年９月１日から令和８年８月３１日にい

たそうとするものであります。 

続いて、議案第５８号 公の施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げ

ます。これは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によりまして、指定管理者

を指定するときは議会の議決を要するため、今回提案いたすものであります。  

 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、道の駅「南えちぜん

山海里」で、指定管理者となる団体の名称は、株式会社レストラン南条で、指定の

期間については、令和３年９月１６日から令和１４年３月３１日にいたそうとす

るものであります。 

以上６月定例議会に提案をいたしました８議案につきまして、ご説明を申し上

げました。ご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

〔 町長（岩倉光弘君）降壇〕 

          

○議長（秋田重敏君）これにて提案理由の説明を終わります。次に、日程第１２ 

報告第３号 専決処分事項の報告について（法律上町の義務に属する交通事故に

よる損害賠償の額の決定について）から日程第１５ 報告第６号 令和２年度南

越前町国民健康保険今庄診療所特別会計繰越明許費繰越計算書についてまでの４

件については、お手元に配付してありますのでご覧願います。 

 

                            

質  疑 

 

○議長（秋田重敏君）次に、先ほど町長から提案理由の説明がありました日程第４ 

議案第５１号 令和３年度南越前町一般会計補正予算（第１号）から日程第７ 議

案第５４号 令和３年度南越前町水道事業会計補正予算（第１号）までの４議案
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に対する質疑を行ないます。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

次に、日程第８ 議案第５５号 南越前町介護保険条例の一部改正についてか

ら日程第１１ 議案第５８号 公の施設の指定管理者の指定についてまでの４議

案に対する質疑を行ないます。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

                            

議案の常任委員会付託 

 

○議長（秋田重敏君）次に、日程第１６ 議案の常任委員会付託を議題といたしま

す。お諮りいたします。議案第５１号 令和３年度南越前町一般会計補正予算（第

１号）から議案第５４号 令和３年度南越前町水道事業会計補正予算（第１号）ま

での４議案及び、議案第５５号 南越前町介護保険条例の一部改正についてから

議案第５８号 公の施設の指定管理者の指定についてまでの４議案については、

配付いたしました議案付託表のとおり、各常任委員会にそれぞれ審査を付託した

いと思います。これに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

 

○議長（秋田重敏君）異議なしと認めます。よって、議案第５１号から議案第５４

号までの４議案及び議案第５５号から議案第５８号までの４議案については、各

常任委員会にそれぞれ付託して審査を行うことに決定しました。 

                             

閉   議 

 

○議長（秋田重敏君）以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 

〔散会  午前１０時３５分〕 


